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生前贈与の留意点（Ｑ＆Ａ） 

  

「名古屋港水族館」 



２ 

センター代表 杉浦 康晴 

コロナ禍からの回復 

 早いもので今年も半年が過ぎ、下半期に入

りました。コロナの感染拡大により制限され

てきた様々な行事が徐々に解禁されてきまし

た。６月１日からは、海外からの入国制限も

緩和され、海外旅行がやっと現実的になって

きました。今年は３年ぶりに名古屋まつりの

開催も決定され、少しずつではありますがコ

ロナ前の活気が戻りつつあるように感じられ

ます。 

 さて、参議院議員選挙の投開票が７月１０

日に行われます。岸田政権の長期政権化を占

う意味でも注目されるところです。政権与党

で過半数を維持できれば、岸田首相の求心力

は高まります。株式市場においても政権の安

定は好感がもたれるでしょう。コロナ禍で始

動した岸田政権の評価はいかがなものでしょ

うか。選挙の動向が注目されます。 

 円安はいったんは落ち着きを見せました

が、再び急速に加速しており、さらなる物価

上昇が家計を圧迫するような状況となってい

ます。７月以降に値上げが予定されている商

品は食品だけでも４，５００品目以上あり、

今後も増え続けるのは確実です。 

 帝国データバンクが６月９日までに発表し

た価格転嫁の動向調査によると、仕入れコス

ト上昇にもかかわらず、全く値上げできてい

ないとする企業が１５．３％を占めていま

す。業種別でみると特に厳しい環境であるの

が「運輸・倉庫」で競争が激しく、客離れの

懸念があるトラック運送はかなり厳しい状況

となっています。一方で「すべて価格転嫁で

きている」という企業はわずか６．４％であ

るため今後も値上げは避けられないであろう

と予測されます。物価が上昇していますが、

海外での原油高、農産物価格上昇、円安と

いった外部要因によるところが大きいために

消費が弱くなり、国内の需要が悪化してもな

お、高い物価上昇が続き、それが個人消費を

さらに悪化させる懸念もあります。 

 物価上昇のピークは今年の秋で来年には落

ち着くだろうという見方があるようですが、

コロナ禍からの経済回復はまだまだ先になり

そうな気がします。 

 我々は、そのような経済状況下で今何がで

きるのか、何をやるのかを考え行動していか

ねばなりません。 
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株式会社 葵経営コンサルタンツ 中島 和人 

ファンのいる病院 

昨今、不確実性の高まる経営環境のなか、

一般企業では堅実な事業成長を実現するため

核となる顧客＝「ファン」を育む「ファン

マーケティング」が注目されています。ファ

ンを育むことにより、リピート購入、口コミ

による新規顧客の獲得、価格競争の回避を期

待することができ、またファンの声を聴くこ

とによる商品開発でヒットの確率を高められ

ることがあげられます。このファンづくりを

進める病院の記事を見つけましたので、以下

紹介します。 

東京都町田市の財団法人ひふみ会・まちだ

丘の上病院（医療療養病床78床）は、病院に

近い敷地にカフェ、多目的スペース、ギャラ

リーさらに訪問看護ステーションからなるコ

ミュニティースペース「ヨリドコ小野路宿」

を2020年10月から運営しています。カフェは

病院スタッフが当番制で店番をするなど、地

域住民と気軽に交流できる場となっており、

多目的スペースでは地域住民向けの健康教室

を開催しています。またギャラリーではワー

クショップや展示会などが行われています。  

ヨリドコ小野路宿の理念は「あるといいな

があるところ」です。そこには医療者が一方

的にサービスを提供するのではなく、地域住

民を巻き込み、一緒に小野路宿を発展させて

いくという思いが込められており、高齢者が

若い世代に知識を伝える寺子屋のような場を

設けたり、里山での農業体験の実施など様々

な事業を展開することによる地域の活性化を

めざしています。 

ヨリドコ小野路宿が病院経営に与える影響

は少なくありません。まず、まちだ丘の上病

院がどんな病院でどんなスタッフがいるのか

を知ってもらえます。そして、ヨリドコ小野

路宿での活動を通じて、住民が、病院やその

スタッフをより親しみやすい存在と感じても

らえるようになることで、「病院は立ち寄り

にくい」というイメージを変え、来院に対す

る抵抗を下げることが期待できます。さらに

ヨリドコ小野路宿では、スタッフと地域住民

の距離が近く、病院ではなかなか話しづらい

ことも、ここでなら気軽に話してもらえま

す。それは地域住民が持つ潜在的な医療ニー

ズの発見につながり、まちだ丘の上病院の

サービスの向上や新たなサービスの開発に活

かすことができます。 

 多数のメンバー数を誇るオンラインサロン

を運営する西野亮廣氏は、顧客とファンの違

いを「顧客」とは「サービスを気に入ってく

れる人」、「ファン」とは「サービス提供者

を応援してくれる人」と定義しファンの重要

性を語ります。まちだ丘の上病院の持つヨリ

ドコ小野路宿の運営を通じて地域を発展させ

たいという思いは、住民の多くの支持を得る

こととなり、それがまちだ丘の上病院の応援

者＝ファンを形成していると思われます。こ

のファンの形成は、上記の関係性の強化や医

療ニーズの発見という効果とともに、病院経

営に大きな影響を与えていると考えます。 

参考：日経メディカル 「病院が手掛ける注目の「ファンづくり」プ

ロジェクト」2020年12月 https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/

mem/pub/report/t348/202012/568077.html  
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 平成２７年の税制改正では基礎控除額の引き下げや最高税率の引き上げなど相続税の大改正

がありましたが、相続税の補完的な性格をもつ贈与税にも近年注目が集まっています。令和４

年度の税制改正大綱の相続税・贈与税のあり方では「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課

税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」と記され、具

体的な改正点までは言及されませんでしたが、今後の改正時期や内容が非常に気になるところ

です。詳細については別冊「令和４年度版改正税法の手引き」の特集１「相続・贈与一体課税 

改正の行方」に参考記事がありますので、是非ご一読ください。また、ご不明な点があれば担

当者にお尋ねください。 

 

Q１，「暦年課税贈与」の贈与税の計算方法は？ 

 A， ①その年の１月１日から１２月３１日までにその人が受けた他の全ての個人からの 

    贈与の価額を合計し、 

   ②その合計額から基礎控除額（１１０万円）を引いたもの（課税価格）に、 

   ③贈与税の税率（１０％～５５％：８段階）を乗じて計算します。 

     ※受贈者の年齢、贈与者との続柄に応じた税率区分があります。 

     ※課税価格が高いほど税率も高くなります。 

 

Q２，「相続時精算課税贈与」の贈与税の計算方法は？ 

 A， ①相続時精算課税の選択届出書（選択後は暦年課税への変更不可）が必要。 

   ②相続時精算課税適用財産の合計額から特別控除額（２，５００万円）を引いた 

        課税価格に、 

   ③贈与税率（２０％）を乗じて計算します。※税率は一律です。 

       

        ・暦年課税贈与と異なり、一定の条件を満たした人だけに適用があります。 

         ※６０歳以上の者から１８歳以上の推定相続人及び孫への贈与 

        ・特別控除額（２，５００万円）※限度額まで複数回に分けて使えます。 

    ・相続の時に「贈与財産」が「贈与時の時価」で「相続税」の計算に合算。 

      ※相続時精算課税贈与で納める贈与税は「相続税の先払い（超過額は還付）」     

      と言えます。 

     ※ほかにも注意点が多くあります。事前相談をお勧めします。 

葵総合税理士法人  二村 晃司 

生前贈与の留意点（Q&A） 



Q３，「暦年課税贈与」のメリットは？ 

 A， ①年間１１０万円の基礎控除×贈与年数分の財産が相続税の課税を受けないことにな  

    ります。 

    ※相続開始前３年以内の相続人への贈与は「相続税の課税対象」になります。 

   ②相続税の税率を下回る税率での複数年贈与により、相続税負担が軽減されます。 

 

Q４，「暦年課税贈与」を行う際の注意点は？ 

 A， ①契約書など贈与があったことを証明するものを残し、保管する。 

   ②贈与する財産が金銭であれば、銀行振り込みなどで実際に贈与が行われた記録を残 

        しておく。※贈与を受けた人が自分で預金通帳などを管理すること。 

   ③連年贈与（予め決まった額を分割して移転するなど）には注意。 

        ※当初決定総額に課税される可能性があります。 

       

Q５， 贈与税、相続税等にかかる民法改正（成年年齢の引き下げ）の影響は？ 

 A， 令和４年４月１日以後の次のように変更になります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月１日には令和４年分の路線価が公表されました。この時期から今年末にかけて、贈与を

検討される方も多いと思います。 

 上記の項目などを参考にしていただき、後でトラブルにならないようにしておきましょう。 

 

【参考】 

財務省HP「贈与税に関する資料」 

国税庁HP「民法の改正（成年年齢引き下げ）に伴う贈与税・相続税に改正のあらまし」 
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杉浦行政書士事務所 加藤 紀男     

医療法人の解散 

 「会社の後継者がいない」ということをよく聞くようになりました。医療法人も例外ではあ

りません。このような場合、「解散」という選択をすることが多いようです。 

 医療法第５５条には社団医療法人の解散に関する規定として次のように定められています。

①定款に定めた解散事由の発生、②目的たる業務の成功の不能、③社員総会の決議、④他の医

療法人との合併、⑤社員の欠亡、⑥破産手続開始の決定、⑦設立認可の取り消しがなされた場

合に解散します。これらのうち、①「定款に定めた解散事由の発生」とはどのような場合かに

つきましては、愛知県の社団医療法人の定款例の次の記載が参考になります。 

「（解散） 

 第〇〇条 本社団は、医療法第５５条の規定によるほか、次の事由により解散する。 

     （１）〇〇診療所を廃止したとき。 

     （２）〇〇診療所を休止し、その期間が１年以上に及ぶとき。 

    ２ 前項第１号及び第２号の事由については、あらかじめ具体的な計画を示して愛知  

      県知事に猶予期間を求めることができる。 

    ３ 本社団は、総社員の４分の３以上の賛成がなければ、医療法第５５条第１項第３ 

      号の社員総会の決議をすることができない。」 

１．「定款に定めた解散事由の発生」に「〇〇診療所を廃止したとき。」、「〇〇診療所を休 

 止し、その期間が１年以上に及ぶとき。」が該当します。 

（１）「〇〇診療所を廃止したとき。」とは、診療所を管轄する保健所へ「診療所廃止届」を 

   提出すると、定款に定めた解散事由の発生に該当することになり、解散となります。 

（２）「〇〇診療所を休止し、その期間が１年以上に及ぶとき」とは、診療所を管轄する保健 

   所へ「診療所休止届」を提出した場合になります。この場合、６ヶ月以内の再開予定年 

   月日を記入します。通常、休止年月日を１月１日とした場合、６月３０日を再開予定年 

   月日として記入します。この再開予定年月日の約一ヶ月前に、保健所から再開するのか 

   どうかを確認する連絡があります。この時点で、再開できない場合には、再度、休止届 

   を提出することができます。この場合、休止年月日は７月１日となり１２月３１日を再 

   開予定年月日として記入することになります。この再開予定年月日に再開できない場合 

   には、休止の期間が１年以上に及ぶことになり、廃止届を提出したときと同様に医療法 

   人は解散となります。 

    参考文献：「医療法人の法務と税務（第４版） 法令出版」 

         愛知県のホームページ掲載の「社団医療法人の定款例（基金拠出型）」 
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弁護士 長谷川 留美子  

誤振込 

 先日、役所の多額の誤振込が事件になりま

した。新型コロナの給付金の誤振込を受けた

住民が、何を血迷ったのか、ネットカジノに

お金を使ってしまったとのこと。 

 その住民は、電子計算機使用詐欺罪の容疑

で逮捕されましたが、「電子計算機使用詐欺

罪」とは何でしょうか。 

 私が司法試験を受けたときには、そのよう

な罪名はありませんでした。元来「詐欺罪」

は、「人を欺いて」財物を交付させたり、財

産上不法の利益を得たり、他人に不法の利益

を得させたときに成立します。しかし、コン

ピューターは人ではありませんので、新たに

「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽

の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の

得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を

作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る

虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供し

て、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

を得させた者は、十年以下の懲役に処す

る。」という規定が作られました。これが

「電子計算機使用詐欺罪」です。 

 誤振込をしたのは役所で、自分の預金に

なったものを使っただけなのに、なぜ詐欺罪

になるのか疑問に思われるかもしれません。 

 しかし、例えば、お店で誤って余分にお釣

りを渡されたとき、気が付きながら黙って受

け取って返さないと、黙っていることにより

相手をだましたことになり、不作為による詐

欺になります。いわゆる「釣銭詐欺」です。 

 誤振込の場合も、誤って自分の口座に振り

込まれたため、本来は返さなければならない

もので、銀行は振込依頼人からの連絡で組戻

しをすることになりますから、黙って使うこ

とが問題です。誤振込を知っていながら黙っ

て自分の預金のように窓口でお金を引き出す

と、行員という人をだまして現金という財物

の交付を受けたことになり、通常の詐欺罪に

なります。今回は、オンラインで自分の預金

としてネットカジノの決済業者に送金したた

め、電子計算機詐欺罪が適用されました。 

 ちなみに、誤振込を受けた預金について、

誤振込と知りながらＡＴＭで現金を引き出す

と、窃盗罪になると思われます。現金という

財物を現実に手に入れているため、電磁的記

録の使用によって財産上不法の利益を得るに

とどまっておらず、一方、人を欺いていない

ので詐欺罪にあたらないからです。 

 ただ、民事上は、「振込依頼人から受取人

の銀行の普通預金口座に振込みがあったとき

は、振込依頼人と受取人との間に振込みの原

因となる法律関係が存在するか否かにかかわ

らず、受取人と銀行との間に振込金額相当の

普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対し

て右金額相当の普通預金債権を取得する」と

いうのが最高裁判所の判例です。ですから、

振込人が誤振込金を取り戻すには、受取人の

同意が必要で、銀行に言うだけではお金は戻

りません。誤振込にはくれぐれもご注意下さ

い。 



７月の税務・労務 
 

  １１日◇源泉所得税の納付 

       ◇納期の特例を受けた源泉 

          所得税（１月～６月）の納付 

     ◇住民税特別徴収額の納付 

     ◇社会保険の報酬月額算定 

          基礎届 

     ◇労働保険概算・確定保険料 

          の申告及び納付(第１期) 

    

 
 
８月の税務・労務 
  

  1日◇令和４年５月決算法人の 

     確定申告、１１月決算法人  

     の中間申告、８月・１１月・ 

     ２月決算法人の消費税中間   

     申告（４００万円超） 

        ◇令和４年５月決算法人の 

          事業所税申告及び納付 

        ◇所得税予定納税額第１期 

          分の納付 

        ◇固定資産税及び都市計画税 

          第２期分の納付 
   １０日◇源泉所得税の納付 

        ◇住民税特別徴収額の納付 

  ３１日◇令和４年６月決算法人の 

          確定申告、１２月決算法人 

          の中間申告、９月・１２月・   

          ３月決算法人の消費税中間     

          申告（４００万円超） 

        ◇令和４年６月決算法人の 

          事業所税申告及び納付 

        ◇個人事業者の消費税・地方 

          消費税の中間申告及び納付        

        ◇個人事業税第１期分の納付    

        ◇個人住民税第１期分の納付    

        ◇健康保険・厚生年金保険 

          被保険者賞与等支払届 

         （期限＝支払後５日以内） 
      

  葵総合経営センター TEL(052)331-1740 総務まで 

 コロナ禍において行政・働き方・医療等様々

な分野でデジタル化が急速に推進され、生活様

式にも変化が表れています。その中で「対面で

なくてもいい」という意識が定着しつつあるよ

うに思います。弊害としてリアルな人間関係が

希薄になることが予想されます。 

 新しい生活様式に順応していくことも重要で

すが、対面を省くことばかりを考えるのではな

く、交流をどう保つかも考えるべきかと思いま

す。 

               長谷川 直明 

８ 

 編集   葵総合経営センター・康友会ニュース 

『広報委員会』 

   鈴木寛大 長谷川直明 鍵谷辰也   

   小林浩子 近藤陽介  三宅由里 

ご 案 内 

◎休日のお知らせ 

 ●康友会からのお知らせ 

 【会員様対象無料法律相談日(予約制)】 

令和4年 7月 19日（火） 

令和4年 8月 18日（木） 

令和4年 9月 16日（金） 

弁護士 長谷川 留美子 

 ●センターからのお知らせ 

  【無料よろず相談日(予約制)】 

 令和4年 7月 19日（火） 
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